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令
和
７
年
度
（
令
和
６
年
分
）
の
所

得
に
関
す
る
町
・
県
民
税
の
課
税
・
非
課

税
・
所
得
証
明
書
の
発
行
は
、
町
・
県
民

税
の
納
付
方
法
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
開

始
し
ま
す
。

▼
発
行
開
始
日

 ５
月
　
日
（
水
）
 

14

　
町
・
県
民
税
の
全
額
を
給
与
か
ら
天

引
き
で
納
め
る
方
（
給
与
特
別
徴
収

者
）
と
、そ
の
控
除
対
象
配
偶
者
の
方

及
び
扶
養
親
族
の
方

 ６
月
　
日
（
木
）

12

給
与
特
別
徴
収
者
以
外
の
方

１
．
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
納
め

る
方
（
普
通
徴
収
）

２
．
年
金
か
ら
町
・
県
民
税
を
天
引
き

で
納
め
る
方
（
年
金
特
別
徴
収
）

３
．
非
課
税
の
方

４
．
１
～
３
の
控
除
対
象
配
偶
者
の
方

及
び
扶
養
親
族
の
方

（
注
）
令
和
７
年
１
月
１
日
時
点
で
、

町
内
に
住
所
が
あ
る
方
が
対
象
と
な
り

ま
す
。

　
交
付
申
請
の
際
は
、
本
人
確
認
書
類

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
、

健
康
保
険
証
等
）
を
必
ず
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
は
、
委

任
状
が
必
要
で
す
。
た
だ
し
、
茨
城
町
に

お
住
ま
い
の
同
一
世
帯
の
ご
家
族
が
申
請

す
る
場
合
は
、
委
任
状
は
不
要
で
す
。

※
６
月
　
日
（
木
）
か
ら
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

12

カ
ー
ド
を
利
用
し
て
、コ
ン
ビ
ニ
で
も
取
得

で
き
ま
す
（
令
和
７
年
度
の
み
）
。

【
問
合
せ
先
】

税
務
課
　
住
民
税
グ
ル
ー
プ

☎
０
２
９（
２
４
０
）７
１
１
４（
直
通
）

登
録
制
メ
ー
ル
配
信
サ
ー
ビ
ス

　
放
送
内
容
を
、
放
送
と
同
時
に
メ
ー
ル

で
配
信
し
ま
す
。

登
録
用
二
次
元

バ
ー
コ
ー
ド
は
こ
ち
ら
 →
 

防
災
行
政
無
線
テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス

　
放
送
内
容
が
、
自
動
音
声
で
流
れ
ま
す
。

☎
０
８
０
０（
８
０
０
）８
８
４
８（
無
料
）

　
ま
た
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
放
送
内

容
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

【
問
合
せ
先
】

総
務
課
　
防
災
・
危
機
管
理
グ
ル
ー
プ

☎
０
２
９（
２
４
０
）７
１
２
５（
直
通
）

　
町
で
は
、
毎
月
第
３
水
曜
日（
午
前
９

時
～
　
時
　
分
）に
健
康
相
談
の
時
間
を

11

30

設
け
て
い
ま
す
。
自
分
や
家
族
の
こ
こ
ろ
・

か
ら
だ
の
健
康
に
関
す
る
こ
と
な
ど
、
お

気
軽
に
町
の
保
健
師
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
ご
希
望
の
方
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

【
予
約
・
問
合
せ
先
】

健
康
増
進
課

☎
０
２
９（
２
４
０
）７
１
３
４（
直
通
）

※
妊
産
婦
な
ら
び
に
０
歳
か
ら
　
歳
ま
で

18

の
子
ど
も
と
そ
の
ご
家
族
の
方
は
、
こ
ど

も
家
庭
セ
ン
タ
ー
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】

こ
ど
も
課

☎
０
２
９（
２
４
０
）７
１
２
９

　
日
本
赤
十
字
社
は
、人
々
の
幸
せ
と
世

界
の
平
和
を
目
指
し
て
、災
害
救
護
、国
際

支
援
、救
急
法
等
の
講
習
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
養
成
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
っ
て

い
ま
す
。こ
れ
ら
の
活
動
は
、町
民
の
皆
様
、

法
人
の
皆
様
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
赤
十
字
活

動
資
金（
募
金
）に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
　
令
和
６
年
度
も
多
く
の
皆
様
か
ら
赤
十

字
活
動
資
金（
募
金
）の
ご
協
力
を
い
た
だ

き
、誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。そ

の
実
績
に
つ
い
て
ご
報
告
し
ま
す
。

　
今
後
と
も
日
本
赤
十
字
社
の
活
動
に
ご

理
解
と
ご
協
力
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で

す
。

▼
個
人
・
世
帯
か
ら
の
寄
付

　
（
一
般
社
資
）

　
寄
付
総
額
　
３
６
８
万
４
，
５
０
０
円

　
（
３
月
　
日
時
点
）

31

▼
法
人
・
個
人
か
ら
の
大
口
の
寄
付
 

　（
特
別
社
資
）

　
寄
付
総
額
　
　
万
円

32

　（
３
月
　
日
時
点
）

31

▼
ご
協
力
い
た
だ
い
た
法
人
様
一
覧

※
茨
城
町
分
区
で
寄
付
を
受
け
付
け
、
か

つ
掲
載
に
同
意
が
得
ら
れ
た
法
人
様
の

み
掲
載
し
て
い
ま
す
。

（
順
不
同
、
敬
称
略
）

日
東
自
動
車
機
器（
株
）、（
株
）フ
ラ
ワ
ー

ギ
フ
ト
、
堀
越
医
院
、（
有
）さ
ぬ
き
、

（
株
）リ
ー
テ
ム
、
山
田
車
体
工
業（
株
）、

宇
佐
神
ク
リ
ニ
ッ
ク
、
日
東
メ
ン
テ
ナ
ン

ス（
株
）、
日
東
電
気（
株
）、
は
せ
が
わ
歯

科
医
院
、
小
河
原
セ
メ
ン
ト
工
業（
株
）、

（
株
）電
研
工
業
、
水
戸
暖
冷
工
業（
株
）、

た
か
つ
ち
歯
科
医
院
、（
株
）茨
城
圧
力
機

器
製
作
所
、
お
お
ど
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
、

（
株
）茨
城
県
中
央
食
肉
公
社
、
常
陸
森
紙

業（
株
）、
梅
の
里
あ
い
の
家
、（
株
）松
浦

工
務
店
、
石
崎
病
院
、
谷
口
内
科
医
院
、

茨
城
い
す
ゞ
自
動
車（
株
）水
戸
営
業
所
、

（
有
）か
み
い
し
石
材
工
業
、
有
波
歯
科
医

院
、
介
護
老
人
保
健
施
設
レ
イ
ク
ヒ
ル
ひ

ぬ
ま
、
介
護
老
人
保
健
施
設
エ
バ
ー
グ

リ
ー
ン
、
ア
サ
ガ
ミ
プ
レ
ス
い
ば
ら
き

（
株
）、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
桜
の
郷
元

気
、
緒
方
内
科
循
環
器
ク
リ
ニ
ッ
ク
、
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
み
ど
り
の
杜
、
茨
城

補
成
会
涸
沼
学
園
、
桜
の
郷
ク
リ
ニ
ッ
ク
、

い
ば
ら
き
診
療
所
こ
づ
る
、
ト
ヨ
シ
マ
デ

ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

【
問
合
せ
先
】

社
会
福
祉
課

☎
０
２
９（
２
４
０
）７
１
１
２（
直
通
）

　
こ
こ
ろ
に
不
安
や
悩
み
の
あ
る
方
や

そ
の
ご
家
族
の
方
を
対
象
に
、精
神
科
医

に
よ
る
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

▼
日
時
　
第
１
回
　
５
月
７
日
（
水
）

　
　
　
　
第
２
回
　
９
月
３
日
（
水
）

　
　
　
　
第
３
回
　
　
月
３
日
（
水
）

12

　
　
　
　
午
後
２
時
～
４
時

各
回
と
も
先
着
２
名
ま
で（
完
全
予
約
制
）

▼
場
所

茨
城
町
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
ゆ
う
ゆ
う
館
」

▼
対
象
　
茨
城
町
に
住
民
票
の
あ
る
方

※
治
療
中
の
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん

▼
費
用
　
無
料

▼
予
約
方
法
　
各
回
２
週
間
前
ま
で
に
、

町
健
康
増
進
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
予
約
・
問
合
せ
先
】

健
康
増
進
課

☎
０
２
９（
２
４
０
）７
１
３
４（
直
通
）

町
・
県
民
税
の
証
明
書
に
つ
い
て

防
災
行
政
無
線
の
放
送
内
容
の
確
認

に
ご
利
用
く
だ
さ
い

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
健
康
相
談

（
事
前
予
約
制
）

日
本
赤
十
字
社
茨
城
町
分
区

令
和
６
年
度
赤
十
字
活
動
資
金（
募
金
）

ご
協
力
の
御
礼

中
央
保
健
所
　
無
料
精
神
保
健
相
談

の
ご
案
内
（
事
前
予
約
制
）


